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職場内で回覧しましょう

◦標準報酬月額を被保険者へお知らせください
◦平成23年９月分（10月31日納期分）から厚生年金保険の保険料率が改定されます
◦育児休業期間中の保険料免除について　◦障害に関する給付について
◦協会けんぽからのお知らせ　・健診のご案内　・「傷病手当金」のご案内
◦第12回大阪府社会保険協会硬式テニス大会 　◦第31回 大阪府社会保険協会ボウリング大会
◦健康ウォーク開催について　◦第57回大阪府社会保険協会写真コンクール
◦インターネットサービス「ねんきんネット」

そぼ降る雨のなか、訪れた古庵（いおり）の片隅に、そっと咲く五裂・青紫色の花が目に映り、心が和む。
可憐で毅然としたその花の品格に魅せられ、しばしその前にたたずむ。夏／秋に鏡形の青紫や白色の花を

咲かせ、秋の七草のひとつにも数えられる。古来から愛された、多くの花に触れることのできる私たちは、日本人
の優しい叡知に守られ、幸せである。素晴らしいこの地球の財産を守り、次世代の子らへ伝えて行きたい。
（京都・法金剛院にて）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォト　エッセー　藤本　俊一（APA.JPS）

桔梗

大 阪 社 会 保 険 時 報 　　　　　　　　　　　　第769号 1平成23年９月25日（毎月１回25日発行）

▲



標準報酬月額を
被保険者へお知らせください

保険給付金なども変わります！

平成23年９月分（10月31日納期分）から
厚生年金保険の保険料率が改定されます

厚生年金保険の新保険料率は、164.12/1000 です

　ご提出いただきました算定基礎届により決定（定時決定）した新しい標準報酬月額は、
平成23年９月分から平成24年８月分までの保険料の基礎となります。
　算定基礎届により決定した標準報酬月額は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」によりお
知らせしておりますので、事業主の方は、新しい標準報酬月額を給料明細書に記載するなどして、従業員１人ひ
とりにお知らせしていただきますようお願いいたします。
　なお、平成23年６月１日以降に資格取得された方や平成23年７月以降に随時改定または育児休業等終了時改
定により標準報酬月額が改定された方は、今回の定時決定の対象にはなっていません。

　各被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額が毎月の保険料額になり、事業主と被保険者が負
担します。
　平成23年９月分（10月31日納期分）から厚生年金保険の保険料率が変更となります。
　また、保険料計算の基礎となる標準報酬月額が、算定基礎届により決定（定時決定）した新しい標準報酬月額
となります。
　保険料控除額につきまして、お間違いのないようご確認をお願いいたします。

　傷病手当金などの保険給付金も９月１日分以降は、新しい標準報酬月額に基づいて計算され支給されます。
　また、在職中で老齢厚生年金を受給している方（昭和12年４月１日以前生まれの方を除く）は、年金の支給停
止額が変更となる場合があります。

男子（第１種）・女子（第２種） 坑内員・船員
（第３種）厚生年金基金加入事業所（※）

1000分の
164.12

1000分の140.12～1000分の114.12の
27段階で基金ごとに定められた率

1000分の
169.44

（※）厚生年金基金に加入する方の保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

くわしくは、管轄の年金事務所にお問い合わせください
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子Bの産前休暇

産前42日

育児休業期間中の保険料免除について

１.保険料免除措置の対象となる育児休業等

２.育児休業等取得者申出書の提出

３.育児休業等期間中に次の子を出産した場合

５.育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了した場合

４.育児休業等を延長する場合

６.確認通知書

７.届出用紙

　育児休業および育児休業に準ずる措置による休業（以下　育児休業等とする）を取得する被保険者は事業主が申出を行
うことにより、育児休業等を開始する日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの間、健康保険・厚生年
金保険料の事業主および被保険者負担が、最長で子が３歳になるまでの期間免除されます。
　なお、この免除期間は年金額を計算する際には、「保険料を納めた期間」として扱われます。

①子Ａの育児休業期間中の者から、子Ｂの産前休業の請
求がない場合
　子Ｂの出産予定日前６週間以内であっても産前休業は
開始されず、子Ａに係る育児休業等期間およびそれに伴
う保険料免除は終了しません。子Ｂの出産日の翌日より
子Ｂに係る産後休業が開始し、子Ａに係る育児休業等期
間およびそれに伴う保険料免除は終了しますので、事業
主は、「育児休業等取得者終了届」を年金事務所等に届
出する必要があります。

　被保険者が育児休業等終了前に育児休業等を終了した場合は「育児休業等取得者終了届」を事業主が年金事務所等に提
出する必要があります。

　育児休業等を取得している被保険者が、その終了予定日を延長した場合は「育児休業等取得申出書（延長）」を事業主が
年金事務所等に提出してください。
　なお、延長後の終了予定日は、「1. ①ア」の場合は子が１歳に達する日、「1. ①イ」の場合は１歳６カ月に達する日、
「1. ②」の場合は子が３歳に達する日を限度とします。

①確認通知書
　育児休業取得者であると確認した場合は「育児休業等
取得者確認通知書」を事業主あてに通知いたしますので、
確認された事項を被保険者に通知してください。

②終了確認通知書
　育児休業終了予定日前に育児休業を終了したことを確認した
場合は「育児休業等取得者終了確認通知書」を事業主あてに通
知しますので、確認された事項を被保険者に通知してください。

　「育児休業等取得者申出書」等の届出用紙は日
本年金機構のホームページよりダウンロードす
ることができますので、ご利用ください。

②子Ａの育児休業期間中の者から、子Ｂに係る産前休業
の請求がある場合
　子Ｂに係る産前休業が開始されることにより、子Ａの育
児休業等期間およびそれに伴う保険料免除は終了します。
　また、事業主は、育児休業等の終了予定日の前日までに
「育児休業等取得者終了届」を年金事務所等に届出する必
要があります。

子A
育児休業開始
産後57日目

子A
育児休業開始
産後57日目

子B
育児休業開始

子B
育児休業開始

産後56日

産後56日子B出産

子A
育児休業終了

子A
育児休業終了

子B出産

くわしくは、管轄の年金事務所にお問い合わせください

①育児介護休業法第２条第１項に規定する「育児休業」
　ア１歳に満たない子を養育するための育児休業
　イ１歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するた

めの育児休業

②育児介護休業法第23条第１項の「育児休業の制度に準ずる措置による休業」
　１歳（左記イの休業の申出をすることができる場合
にあっては１歳６カ月）から３歳に達するまでの子を
養育するための育児休業

　申出書による保険料の免除を受けるためには、上記1. のそれぞれの育児休業等期間中に育児休業中の被保険者を使用す
る事業主が年金事務所（健康保険組合に加入している場合は健康保険組合に、厚生年金基金に加入している場合は厚生年
金基金にも提出が必要。以下「年金事務所等」とする）に申出が必要となります。それぞれの育児休業等の終了した後に
その被保険者を使用する事業主が申出を行っても、その育児休業等にかかる保険料は免除されません。

図１　子Ｂの産前休業の請求がない場合

図２　子Ｂの産前休業の請求がなされた場合

健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧

http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
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障害に関する給付について

障害厚生年金・障害手当金

障害基礎年金

障害に関する給付として、厚生年金保険制度には障害厚生年金および障害手当金が、
国民年金制度には障害基礎年金があります。

　障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者である人が、その病気・けがで障害認定日（初診日から１
年６カ月を経過した日。ただし、その期間内に治った日または症状が固定した日があればその日）に政令で定め
る障害等級表の１級から３級までの障害の状態にある場合に支給されます。
　初診日に厚生年金保険の被保険者である人の病気やけがが５年以内に治り、３級よりやや軽い程度の障害が残っ
たときは障害手当金（一時金）が支給されます。

　障害基礎年金は、初診日に国民年金の被保険者である人が、その病気・けがで障害認定日に１級または２級の
障害の状態にある場合に支給されます。
　また、国民年金の被保険者でなくとも日本に住所を有している60歳以上65歳未満の人や、20歳前に初診日
がある人には、20歳に達したとき（障害認定日が20歳に達した日よりも後であれば障害認定日）に、１級また
は２級の障害の状態にあれば、この場合にも障害基礎年金が支給されます。
※厚生年金の被保険者（老齢基礎年金等の受給権を有する65歳以上の人を除く）は同時に国民年金第２号被保

険者でもありますので、１級・２級の場合は障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されることになります。
※事後重症
　　障害認定日に障害等級表に該当する障害の状態になかった人が、その後65歳になるまでの間にその状態が悪

化し、障害等級表に該当するようになったときは、本人の請求により、その請求月の翌月から障害の程度に応
じて障害厚生年金および障害基礎年金が支給されます。

●保険料納付要件
　　障害厚生年金、障害手当金および障害基礎年金を受けるには、初診日の属する月の前々月までの国民年金の

保険料を納めなければならない期間のうち、
　①滞納した期間が３分の１を超えていない。
　②最近の１年間に国民年金の保険料を滞納した期間がない（初診日が平成28年３月31日以前で初診日に65

歳未満の場合）。
　のいずれかの要件を満たすことが必要です。なお、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第２号被保険

者になり、その期間は国民年金の保険料を納めた期間になりますので、滞納期間ではないことになります（国
民年金第３号被保険者期間も同様に滞納期間ではありません）。

●年金額・年金請求の手続きなど
　　障害厚生年金、障害手当金および障害基礎年金の額や請求の手続き方法は、障害の程度、初診日において加

入していた年金制度、配偶者および子の有無などにより異なりますので、くわしくは年金事務所、街角の年金
相談センターまたはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

☎0570－05－1165　（IP電話・PHS）☎03－6700－1165

（「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします）

☎0570－058－555　（IP電話・PHS）☎03－6700－1144
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15％

13％

11％

9％

7％

5％
18年度 19年度 20年度 21年度

大阪支部加入者メタボリックシンドロームのリスク保有率
（生活習慣病予防健診受診者データ）

8.6％ 8.8％

11.5％
12.8％

お問い合わせ先

受付時間　午前８時30分から午後５時15分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）
〒５４１－８５４９　大阪市中央区平野町２－３－７　アーバンエース北浜ビル

電話　０６－６２０１－７０７０（自動音声案内）　おかけ間違いにご注意ください

健診のご案内
生活習慣病予防健診はお済みですか？

　毎日の生活のなかで、私たちの心やからだにかかるいろい
ろな負担は、長い年月のなかで知らず知らずのうちにからだ
のいろいろな部分を少しずつ衰えさせ「生活習慣病」の大き
な要因となっています。
　生活習慣病はあなたに忍び寄ってきているのです
　生活習慣病予防健診を「あなたの健康」を見直すきっかけ
にしてみませんか？

協会けんぽの
生活習慣病予防健診は…

健診費用がお得です
健診メニューが豊富です
肺がん（胸部レントゲン検査）・胃が
ん（胃部レントゲン検査）・大腸がん（便
潜血反応検査）があります。
子宮がん、乳がん検査があります（指
定年齢あり）。
事業者健診（労働安全衛生法により、
事業主様に義務付けられた健診）の
項目をすべて満たしていますので、事
業者健診に代えることができます。

左記がん検診のメニュー（子宮がん、
乳がん検診を除く）に基本健診が
セットで自己負担額は最高6,843
円（費用の62％が健康保険より拠
出されています）。

各健診の
検査範囲の
イメージ

希望する健診機関へ予約
（大阪府内では、
161カ所の健診機関
で、受診できます）

予約後、生活習慣病予防健
診申込書に必要事項を記入
して、協会けんぽへ郵送

健診日に、
保険証を持参
して受診

健診結果により健康相談を実施しています
　生活習慣病予防健診を受けられた方のなかで、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて生活習慣
の改善が必要な方を対象に、無料で「特定保健指導」（健康になるためのアドバイス）を実施しています。
　特定保健指導とは、メタボリックシンドロームの予防や改善を目的として、保健師や管理栄養士のアド
バイスにより生活習慣改善のための行動に取り組んでいただくことです。

＊労働安全衛生法に基づく定期健康診断（事業者健診）を受けておられる場合は、健診結果を
協会けんぽに提供いただくことによって、生活習慣病の発症リスクが高い方を対象に、無料
で特定保健指導を実施しております。

事業主の
皆様へ

全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

申

方

込

法

生活習慣病予防健診 ➡ 健診項目が多い

事業者健診（労安法）
特定健康診査
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お問い合わせ先

受付時間　午前８時30分から午後５時15分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）
〒５４１－８５４９　大阪市中央区平野町２－３－７　アーバンエース北浜ビル

全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

電話　０６－６２０１－７０７0（自動音声案内）　おかけ間違いにご注意ください

「傷病手当金」のご案内
▶支給要件

▶支給される金額・期間

▶手続き方法

▶退職後の支給について

　被保険者が、病気やけがのために会社を休み、その間事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

・標準報酬月額30万円　　　　　　　　　　　　支給日額　6,667円

・６月１日から６月30日まで30日間休業　　　　支給期間　27日間（初めの３日間は支給されません）

　傷病手当金支給額　6,667円 × 27日間 ＝ 180,009円（調整金額０円の場合）

♦支 給 額　休業１日につき、標準報酬日額の３分の２に相当する額
♦支給期間　支給を開始した日から最長１年６カ月間
下記に該当する場合は傷病手当金の支給額が調整（減額）されることとなります。
1. 事業主から報酬の支給を受けた場合
2. 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合（同一の傷病に

よる国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額）
3. 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを

受けている場合（複数の老齢年金を受けるときは、その合算額）
4. 出産手当金が支給されるときは、出産手当金が優先されるため、

出産手当金受給期間中は、傷病手当金の支給は停止されます。

♦健康保険傷病手当金支給申請書を協会けんぽに提出 → 申請書内に事業主の証明と医師の証明が必要

♦添付書類　・申請期間とその前１カ月分の出勤簿またはタイムカードの写し、および賃金台帳の写
し（初回申請時）

　　　　　　・年金額が確認できる書類の写し（傷病手当金と同一傷病で障害年金を受給している場合、およ
び退職後の請求の方で老齢年金、退職共済年金等を受給している場合）

　退職等により被保険者でなくなった場合、以下の要件を満たすと、引き続き傷病手当金が受給できます。
・資格喪失する日の前日までに継続して１年以上被保険者期間がある（任意継続被保険者期間は除く）。
・退職日に出勤していない。
・資格を喪失した際に傷病手当金を受けているか、支給される条件を満たしている方が、引き続き療養のために労務

不能の状態が継続している。

傷病手当金の支給金額例

第769号　平成23年９月25日　　　　大 阪 社 会 保 険 時 報6



大 阪 社 会 保 険 時 報 　　　　第769号　平成23年９月25日 7



第769号　平成23年９月25日　　　　大 阪 社 会 保 険 時 報8



大 阪 社 会 保 険 時 報 　　　　第769号　平成23年９月25日 9



第769号　平成23年９月25日　　　　大 阪 社 会 保 険 時 報10



大 阪 社 会 保 険 時 報 　　　　第769号　平成23年９月25日 11



『ねんきんネット』
インターネットサービス

「ねんきんネット」とは、年金加入者や受給者の方が、いつでもご自身の
年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。
国民年金や厚生年金保険などの加入状況が一覧で確認でき、年金に加入されていない期間や標準報酬
月額の大きな変動などの記録がわかりやすく表示されています。
※旧法による年金受給者および共済年金加入中の方は、ご利用いただけませんのでご了承ください。

インターネットのご利用の難しい方は、年金事務所の窓口でも年金記録をご確認いただけます。
（ご本人であることが確認できる証明等を窓口で提示していただく必要があります）

●いつでも、最新の年金記録が確認できます！
24時間いつでも、「ねんきん定期便」よりも新しい年金記録をご確認いただけます。
今後、「ねんきん定期便」をインターネットでお受け取りいただくことも検討しています。

●記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります！
年金に加入されていない期間、標準報酬月額の大きな変動など、ご確認いただきたい記録が、わかりや
すく表示されています。

●「私の履歴整理表」で記録の確認が容易になります！
画面の指示にしたがって、「私の履歴整理表」がご自宅で簡単に作成でき、年金記録の確認に役立ちます。

●将来の年金額が試算できます！（平成23年秋以降予定）
「年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額は？」といった、知りたい情報をご自宅でご覧になれ
るような機能を、平成23年秋以降どんどん追加していく予定です。

『ねんきんネット』ってなに？

どんなことができるの？

インターネットが使えない人はどうするの？

【受付時間】月～金曜日：午前9：00～午後8：00まで
第２土曜日：午前9：00～午後5：00まで

「ねんきんネット」についてのお問い合わせは
「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」

０５７０－０５８－５５５へ

ねんきんネット 検 索

登録はこちら !!

「ねんきんネット」で検索

「ねんきんネット」表示画面のイメージ

（https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/）
をご覧ください。

IP電話・PHSからは「03－6700－1144」へ

ぜひご利
用

ください
!!
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月～金曜日午前9時00分～午後8時00分、第２土曜日午前9時00分～午後5時00分
（祝日、12月29日から１月３日はご利用いただけません）

♦お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください♦

０５７０－０５８－５５５
（IP電話・PHSの場合）03－6700－1144

※入力していただいた情報と、登録されている記録が一致しなかった場合は、
ID が発行できませんので、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」
またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

「ねんきんネット」申込み手順
1. 日本年金機構ホームページにアクセス

　日本年金機構（URL:http://www.nenkin.go.jp/）のホームペー
ジにアクセスしていただき、画面右側の「ねんきんネット」ボタン
をクリックします。

　「ログインメニュー」が表示
されますので、「初めてご利用
登録される方」ボタンをクリッ
クします。

2.「ねんきんネット」サービス　ご利用登録

※「アクセスキー」は、平成23年４月以降に被保険者に発行される平成
23年度の「ねんきん定期便」や、平成23年３月以降に受給者に送付さ
れる「ねんきんネットのお知らせ」に記載されている17桁の番号です。

3. ユーザ ID発行申込みの情報入力
　左記画面が表示されますので、必要な情報（基礎年金番号、氏名、
ご住所等）を入力し画面下の「申込み内容を確認」ボタンをクリッ
クします。
　クリック後は確認画面が表示され、画面の指示にしたがい進めて
いくことで「ユーザ ID 発行申込み（完了）」画面が表示されます。
　申込みから約５日程度で、「ユーザ ID」が郵送されます。

　「ログインメニュー」から、「ご
利用登録されている方」ボタンを
クリックし、「ユーザ ID」および
申込み時に設定していただいた「お
客様設定パスワード」を入力し、
ご利用ください。

画面イメージは今後変更される場合があります。

　左記画面（ねんきんネット　サービスページ）が表示されますので「ご
利用登録（アクセスキーをお持ちでない方）」ボタンをクリックします。

　「アクセスキー（※）」をお持ちの方は、「ご利用登録（アクセスキー
をお持ちの方）」ボタンをクリックして登録画面に進んでください。

お問い合わせは『ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル』へ！

※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話からおかけにな
る場合、全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。
ただし、携帯電話の場合は、通常の通話料金がかかります。

※ IP 電話・PHS 用電話の場合は、通常の通話料金がかかります。
※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて

間違い電話となっているケースが発生していますので、おか
け間違いにはご注意ください。
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